
別表第 7 （自動車等に係る通勤手当額表） 

使用距離 身体障害に係る自動車利用者 その他 

5km 未満 4,000 円 2,000 円 

5km 以上 
8,400 円 4,200 円 

10km未満 

10km以上 
14,200円 7,100 円 

15km未満 

15km以上 
20,000円 10,000円 

20km未満 

20km以上 
25,800円 12,900円 

25km未満 

25km以上 
31,600円 15,800円 

30km未満 

30km以上 
37,400円 18,700円 

35km未満 

35km以上 
43,200円 21,600円 

40km未満 

40km以上 48,800円 24,400円 

備考 

この表中「身体障害に係る自動車利用者」は、身体に障害を有するため自動車を使用

しなければ通勤することが困難であると認められる者をいうものとし、身体障害者福祉

法 ( 昭和24年法律第 283 号 ) 第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている職員

のうち、次の各号に掲げる者に限る。 

(1) 身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第 5 号中肢体不自由の

欄に該当する職員で、自動車を使用しなければ通勤ができない状況にある者（同表に

規定する上肢 1 級若しくは 2 級、下肢 1 級、 2 級、 3 級、 4 級、 5 級若しくは 6 級又

は体幹 1 級、 2 級、 3 級若しくは 5 級の程度にあるものを目安とする。） 

(2) 自ら所有し運転する自動車を運転に供するため改造して通勤に使用している職員 

(3) その他自動車を使用しなければ通勤ができないと理事長に認められた職員 

（一部改

正 平成20年達第94号、平成21年達第98号、平成27年達第45号、平成31年達第57号） 

 

別表第 8 （初任給調整手当表） 

     職員の区分 
 
期間の区分 

第 1 号又は第 3 号に該当

する職員 

第 2 号又は第 4 号に該当

する職員 

           円           円 

 1 年 未 満      51,600     21,500 

 1年以上 2 年未満      51,600     16,000 



 2年以上 3 年未満      51,600     9,500  

 3年以上 4 年未満      51,600     6,000  

 4年以上 5 年未満      51,600     5,500  

 5年以上 6 年未満      51,600     5,500  

 6年以上 7 年未満      49,800     4,500  

 7年以上 8 年未満      48,000     3,000  

 8年以上 9 年未満      46,200     2,000  

 9年以上 10年未満      44,400     1,000  

10年以上 11年未満      42,600  

11年以上 12年未満      40,800  

12年以上 13年未満      39,000  

13年以上 14年未満      37,200  

14年以上 15年未満      35,800  

15年以上 16年未満      34,400  

16年以上 17年未満      33,000  

17年以上 18年未満      31,600  

18年以上 19年未満      30,200  

19年以上 20年未満      28,800  

20年以上 21年未満      27,400  

21年以上 22年未満      26,800  

22年以上 23年未満      26,200  

23年以上 24年未満      25,200  

24年以上 25年未満 24,600  

25年以上 26年未満 24,000  

26年以上 27年未満      23,400  

27年以上 28年未満      22,800  

28年以上 29年未満 22,000  

29年以上 30年未満 21,700  

30年以上 31年未満 21,300  

31年以上 32年未満      20,700  

32年以上 33年未満      19,800  

33年以上 34年未満     18,900  

34年以上 35年未満      18,200  

（一部改正 平成21年達第98号、平成22年達第18号、平成23年達第28号、平成27年達

第45号、平成28年達第46号、平成28年達第46号、平成29年達第31号、平成30年達第45号、

令和 5 年達第 185 号、令和 6 年達第 136 号） 

 



 

別表第10（期末手当支給割合表） 

基準日以前 6 箇月以内の在職

期間 

管理職手当受給者 

（教員を除く。） 
 その他の職員 

183 (182) 日 1.05月 1.25月 

151 日以上 182 (181) 日以下 0.84月 1 月 

91日以上 150 日以下 0.63月 0.75月 

1 日以上  90 日以下 0.315 月 0.375 月 

備考 括弧書は、基準日がうるう年以外の 6 月 1 日の場合に適用する。  

（一部

改正 平成19年達第81号、平成21年達第98号、平成22年達第 110 号、平成30年達第96号、

令和 2 年達第 119 号、令和 3 年達第77号、令和 5 年達第 185 号、令和 6 年達第 136 号） 

 

別表第11（勤勉手当支給割合表） 

基準日以前

6 箇月以内

の勤務期間 

管理職手当受給者（教

員を除く 。）  
  係長級職員   その他の職員 

評語  評語  評語  

183(182)日 

Ｓ 1.395 月 Ｓ 1.085 月 
Ｓ又はＡ 1.06月 

Ａ 1.285 月 Ａ    1.06 月 

Ｂ又はＣ 1.175 月 Ｂ又はＣ    1.035月 Ｂ又はＣ   1.05 月 

Ｄ 1.065 月 Ｄ     0.9 月 Ｄ   0.94 月 

167 日以上

182(181)日

以下 

Ｓ 1.32525 月 Ｓ 1.03075 月 
Ｓ又はＡ   1.007 月 

Ａ 1.22075 月 Ａ   1.007 月 

Ｂ又はＣ 1.11625 月 Ｂ又はＣ 0.98325 月 Ｂ又はＣ  0.9975 月 

Ｄ 1.01175 月 Ｄ   0.855 月 Ｄ   0.893 月 

151 日以上

166 日以下 

Ｓ 1.2555月 Ｓ 0.9765月 
Ｓ又はＡ 0.954 月 

Ａ 1.1565月 Ａ  0.954 月 

Ｂ又はＣ 1.0575月 Ｂ又はＣ  0.9315月 Ｂ又はＣ  0.945 月 

Ｄ 0.9585月 Ｄ   0.81 月 Ｄ 0.846 月 

136 日以上

150 日以下 

Ｓ 1.116 月 Ｓ   0.868 月 
Ｓ又はＡ 0.848 月 

Ａ 1.028 月 Ａ   0.848 月 

Ｂ又はＣ  0.94 月 Ｂ又はＣ   0.828 月 Ｂ又はＣ 0.84月 

Ｄ 0.852 月 Ｄ     0.72月 Ｄ 0.752 月 

121 日以上

135 日以下 

Ｓ 0.9765月 Ｓ 0.7595月 
Ｓ又はＡ 0.742 月 

Ａ 0.8995月 Ａ   0.742 月 

Ｂ又はＣ 0.8225月 Ｂ又はＣ   0.7245月 Ｂ又はＣ 0.735 月 

Ｄ 0.7455月 Ｄ   0.63 月 Ｄ 0.658 月 

106 日以上

120 日以下 

Ｓ 0.837 月 Ｓ 0.651 月 
Ｓ又はＡ 0.636 月 

Ａ 0.771 月 Ａ   0.636 月 



 

Ｂ又はＣ 0.705 月 Ｂ又はＣ   0.621 月 Ｂ又はＣ  0.63 月 

Ｄ 0.639 月 Ｄ    0.54 月 Ｄ 0.564 月 

91日以上

105 日以下 

Ｓ 0.6975月 Ｓ 0.5425月 
Ｓ又はＡ  0.53 月 

Ａ 0.6425月 Ａ    0.53 月 

Ｂ又はＣ 0.5875月 Ｂ又はＣ   0.5175月 Ｂ又はＣ 0.525 月 

Ｄ 0.5325月 Ｄ    0.45 月 Ｄ  0.47 月 

76日以上

90日以下 

Ｓ 0.558 月 Ｓ 0.434 月 
Ｓ又はＡ 0.424 月 

Ａ 0.514 月 Ａ   0.424 月 

Ｂ又はＣ 0.47月 Ｂ又はＣ   0.414月 Ｂ又はＣ 0.42月 

Ｄ 0.426 月 Ｄ    0.36 月 Ｄ 0.376 月 

61日以上

75日以下 

Ｓ 0.4185月 Ｓ 0.3255月 
Ｓ又はＡ 0.318 月 

Ａ 0.3855月 Ａ   0.318 月 

Ｂ又はＣ 0.3525月 Ｂ又はＣ   0.3105月 Ｂ又はＣ 0.315 月 

Ｄ 0.3195月 Ｄ   0.27 月 Ｄ 0.282 月 

46日以上

60日以下 

Ｓ 0.279 月 Ｓ 0.217 月 
Ｓ又はＡ 0.212 月 

Ａ 0.257 月 Ａ   0.212 月 

Ｂ又はＣ 0.235 月 Ｂ又はＣ  0.207 月 Ｂ又はＣ  0.21 月 

Ｄ 0.213 月 Ｄ    0.18 月 Ｄ 0.188 月 

31日以上

45日以下 

Ｓ 0.20925 月 Ｓ 0.16275 月 
Ｓ又はＡ   0.159 月 

Ａ 0.19275 月 Ａ   0.159 月 

Ｂ又はＣ 0.17625 月 Ｂ又はＣ  0.15525月 Ｂ又はＣ  0.1575 月 

Ｄ 0.15975 月 Ｄ   0.135 月 Ｄ   0.141 月 

16日以上

30日以下 

Ｓ 0.1395月 Ｓ 0.1085月 
Ｓ又はＡ 0.106 月 

Ａ 0.1285月 Ａ   0.106 月 

Ｂ又はＣ 0.1175月 Ｂ又はＣ   0.1035月 Ｂ又はＣ 0.105 月 

Ｄ 0.1065月 Ｄ    0.09 月 Ｄ 0.094 月 

1 日以上

15日以下 

Ｓ 0.06975 月 Ｓ 0.05425 月 
Ｓ又はＡ   0.053 月 

Ａ 0.06425 月 Ａ   0.053 月 

Ｂ又はＣ 0.05875 月 Ｂ又はＣ  0.05175月 Ｂ又はＣ  0.0525 月 

Ｄ 0.05325 月 Ｄ   0.045 月 Ｄ   0.047 月 

備考 1  括弧書は基準日がうるう年以外の 6 月 1 日の場合に適用する。 

備考 2  この表において、「Ｓ」、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」及び「Ｄ」とは、人事評価

による評語（教員及び新たに職員となった者にあっては、当該評語を「Ｂ」とみ

なす。）をいう。 

（一部改正 平成20年達第20号、平成21年達第98号、

平成22年達第 110 号、平成27年達45号、平成28年達46号、平成29年達第31号、平成30年

達第45号、平成30年達第96号、令和元年第10号、令和元年第51号、令和 3 年第40号、令

和 4 年達第 160 号、令和 5 年達第 185 号、令和 6 年達第80号、令和 6 年達第 136 号） 

 


